
次に、電子調達サービスの資格審査申請についてご説明いたします。
資格審査申請編では、こちらの４項目を順番にご説明します。

１．資格審査申請の手順、２．資格審査の継続申請、３．資格審査をする上での留
意点、４．事業者様へのお願いとなります。
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資格審査申請の手順について、こちらのチャートに従ってご説明します。

まず、資格審査申請の手順①の電子証明書の取得についてご説明します。
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電子調達サービスを利用するにはＩＣカード電子証明書が必要となります。電子調
達サービスで使用可能なＩＣカード電子証明書は次に案内する認証局（販売店）で
取り扱われています。

電子証明書をお使いのパソコンに読み込むためには、対応するカードリーダーが
必要です。電子証明書に対応するカードリーダーの機種については、電子証明書
を購入する認証局にお問い合わせください。

3



こちらがＩＣカード電子証明書を取り扱っている認証局です。

ＩＣカード電子証明書にはいくつかの種類がありますので、必ず電子入力コアシステ
ム対応のものを購入してください。

こちらの一覧は、東京電子自治体共同運営サービスのホームページにも掲載され
ておりますのでご確認ください。

なお、電子調達サービスで使用するＩＣカード電子証明書を東京都の入札システム
において登録し使用することも可能です。
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次に、電子証明書を取得するにあたっての注意点をご説明します。
①電子証明書の取得には手数料が必要です。
②電子証明書には有効期限があります。また、発行までに1か月程度を必要とする
と思われます。認証局によって発行までの時間に違いがあるようですので、直接認
証局にご確認ください。

③電子証明書の利用者は契約の主体者となる「代表者」、「代理人」となります。例
えば、国立市内に本店をお持ちの事業者様が国立市には本店で登録し、他自治体
には支店で登録する場合には本店と支店各１枚電子証明書が必要となります。な
お、１枚の電子証明書で工事と物品の両方の種目に登録することができます。

④電子証明書は資格審査終了後も大切に保管してください。電子証明書は資格審
査申請後も事業者の登録変更、電子入札の際に必要となるためです。
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次に事業者情報を電子証明書に登録します。

各認証局から取得した電子証明書、ＩＣカードリーダ－、ＰＩＮコードと呼ばれるＩＣカ
ード用のパスワードを使用し、事業者情報を電子証明書に登録してください。

登録方法がＩＣカード電子証明書ごとに異なる場合があるため、詳細は電子証明書
を購入した認証局（販売店）にご確認ください。
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次に資格審査申請の手順②電子証明書の登録についてご説明します。
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ＩＣカード電子証明書を取得していただいた後、次の手順で電子証明書を電子調達
サービスに登録します。

まず、インターネットを起動し、東京電子自治体共同運営サービスのホームページ
を表示します。
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電子調達サービスのホームページを表示しましたら、「電子調達サービスを利用す
る」を選択します。
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電子調達サービスのトップページが表示されたら、資格審査申請を選択します。

資格審査申請の項目では、電子証明書の登録や事業者情報の登録、登録内容の
変更を行うことができます。
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次に資格審査受付画面の「電子証明書をお持ちの方」を選択します。

11



電子証明書をお持ちの方という画面が表示されますので、２番の「電子証明書の登
録」を選択します。
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電子証明書の登録画面が開きましたら、次に、組織形態、工事又は物品などの申
請種別、決算月、を入力し次へ進むを選択してください。

なお、工事事業者様で経営事項審査を必要とする業種に登録をされる方は「経審
を必要とする業種」を選択し、建設業許可番号等を入力します。既に登録している
営業所がある場合にはその受付番号を入力します。
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次に進むを選択すると、ＰＩＮコードと呼ばれる電子証明書用パスワードの入力を求
められます。

認証局から受け取っているＰＩＮコードを入力します。今回はＰＩＮコードの認証に成
功したものとして説明を進めます。
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ＰＩＮコードが認証されると、電子証明書の登録画面が表示されます。
電子証明書の登録内容に誤りがないことを確認して、確認を選択します。
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電子証明書の登録完了が表示されます。以上で電子証明書の登録は完了です。
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続きまして、資格審査申請の手順③の電子調達サービスへログインと申請プログ
ラムの入手についてご説明します。
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まず、申請プログラムを入手するため、電子調達サービスへログインします。電子
調達サービスへのログインとは、先ほど登録した電子証明書の登録に基づき電子
調達システムに接続することを言います。

ログイン後、電子調達サービスの申請プログラムを営業所等のパソコンへ取得する
ことができます。
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では、具体的な方法を実際の画面でご説明します。先程の資格審査受付画面の電
子証明をお持ちの方のログインを選択します。

19



ログインの案内画面が表示されます。
電子証明書とカードリーダーをパソコンにセットし、進むを選択します。
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進むを選択するとＰＩＮコード入力画面が表示されますので、ＰＩＮコードを入力します。
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電子証明書が承認されたらログイン完了です。
電子証明書の承認後、画面の内容を確認し、進むを選択します。
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続きまして、資格審査申請プログラムの取得を行います。

先程の電子証明書ログイン画面から進むを選択すると、工事又は物品のトップ
ページが表示されます。
こちらの画面の「１．資格審査申請について」を選択します。
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次に、資格審査申請までの流れの画面が表示されたら、電子調達サービスに事業
者情報を登録するためのプログラムをダウンロードします。「１．申請プログラムの
取得」を選択します。

ダウンロードしたプログラムをデスクトップなどに保存し、本プログラムを使用して
データ作成した後に、作成したデータを電子調達サービスへ送信することにより、
事業者情報をシステムに登録することができます。
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画面が移動しましたら、資格審査申請用アプリケーション使用許諾書に同意し、事
業者情報の資格審査申請プログラムのダウンロードページへ進みます。
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申請プログラムダウンロードページが表示されたら、電子申請の利用者を代表者
又は代理人からを選択し、申請プログラムをダウンロードします。

ダウンロードするプログラムはデスクトップ等パソコンのわかりやすい場所に保管し
てください。
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続きまして、資格審査申請の手順④の申請データの作成について説明します。
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先程ダウンロードしたプログラムを使用して、電子調達サービスに申請する事業者
様のデータを作成します。

データの作成については、電子調達サービスのホームページに掲載されている競
争入札参加資格申請の手引きを確認のうえ行ってください。
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営業所等のパソコンにダウンロードしたシステムを使用して、申請データを作成しま
す。

なお、申請データの作成については、自治体側に参考画面がないため前の画面と
口頭での説明となります。
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１．ダウンロードした申請プログラムは圧縮されているため、解凍します。デスクトッ
プ等に保存したプログラムをダブルクリックします。デスクトップ以外の場所に保存
した方はそちらから実行してください。

２．解凍後のフォルダの保存場所が表示されます。変更せずに「ＯＫ」をクリックしま
す。

３．デスクトップ上に表示されるフォルダを開き、「ＳｉｎｓｅｉＫｏｊｉＴ．ｅｘｅ」（工事）又は「
ＳｉｎｓｅｉＢｕｐｐｉｎＴ．Ｅｘｅ」（物品等）を選択します。これ以外のアイコンは実行しない
でください。それ以外のアイコンを実行すると送信時にエラーとなることがあります。

次に、起動したプログラムの入力方法についてご説明します。
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まず、４．申請プログラムが起動します。競争入札参加資格申請手引きに従い入力
を行ってください。

申請内容を入力する際に参考となる資料は５のとおり、履歴事項全部証明書、各
種納税証明書と、申請業種に応じて経営事項審査、財務諸表等です。

６．入力を完了する場合は「終了」を選択します。「終了確認画面」が表示されます。
データをすぐに送信する場合には「チェックする」を選択し、入力内容を確認してくだ
さい。
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７．現在審査を行っている中で、入力にあたりよくある間違いについてご説明します
。

まず、特に指定がない限り金額は千円未満切捨てで入力してください。

次に、特定業種申請項目又は登録区分、技術者資格免許といった資格等の入力
欄は申請営業種目以外について入力しないでください。

第３に、工事・設計等について、契約する営業所が本店の場合は総完成工事高と
申請先営業完成工事高を同一件数、同一金額してください。

・各種目について過去の実績を入力する際には、発注者の区分に注意してください
。手引きの一覧表を参照し、誤りの内容ご注意ください。
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それでは、次の資格審査申請の手順⑤申請データの送信に移ります。
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ここでは、④で作成した申請データを電子調達サービスに送信する方法をご説明し
ます。
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④で申請プログラムでデータを作成し、次に作成した申請データを電子調達サービ
スに送信します。
資格審査申請までの流れ画面の「３．申請データの送信」を選択します。
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データ送信画面に移動しますので、作成した申請データの保管場所を指定して進
むを選択します。
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申請内容確認画面に切り替わりましたら、申請内容に誤りがないか確認し、「署名」
を選択します。「署名」を選択すると申請内容が電子調達サービスに送信されます。
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続きまして、資格審査申請の手順⑥郵送書類確認用紙等を審査担当自治体へ郵
送について説明します。
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申請データの送信が完了後、この後ご説明する郵送書類確認用紙を印刷し、添付
資料と一緒に審査担当自治体へ郵送します。

その後、申請データと郵送資料の内容を審査担当自治体が確認し、資格審査申請
を承認します。

審査担当自治体は入札参加を希望した自治体の中から自動で決定されます。国
立市のみ選択した場合には、国立市が資格審査担当自治体となります。
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先ほどの署名選択後のページに表示されている内容から、申請データが正常に登
録されたことを確認します。
郵送書類確認用紙を印刷し、記載されている資料を用意してください。
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こちらは郵送書類確認用紙の見本です。

この郵送書類確認用紙に赤枠内の必要となる資料を添付して、審査担当をする自
治体へお送りください。

あて先は郵送書類確認用紙の下段に印刷されていますので、切り取って送付用の
封筒に貼り付けてください。

なお、工事事業者様と物品等事業者様で添付する資料が異なりますのでご注意く
ださい。
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続きまして、資格審査申請の手順⑦受付完了の確認についてご説明します。
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⑥の方法で郵送した資料が審査担当自治体に到達後、通常７日間程度で審査が
完了します。

新規の申請は、毎月２５日に登録の締めが設定されています。２５日までに申請が
審査自治体に承認されると、翌月１日から電子調達サービスに登録されます。継続
申請は承認日の翌日から登録が反映されます。
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資格審査申請承認後の電子調達サービスへの反映について、例をお示しします。

１１月５日に新規事業者の申請が承認された場合、１２月１日からの登録となります
。

申請は余裕を持って行ってください。
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では、資格審査申請が受付されたことを確認する実際の操作をご説明します。

審査担当自治体から承認処理をされた場合には、資格審査申請までの流れ画面
の「５．申請内容の確認、受付票の印刷」から受付票を印刷し保管してください。

否承認処理をされた場合には、審査担当自治体の指示に従い申請内容を修正又
は添付資料を追加し、再度、申請を行ってください。
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こちらを選択すると受付票が画面表示されます。受付票の見本はございませんの
で割愛します。
以上で資格審査申請手続きは完了となります。
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次に、資格審査の継続申請についてご説明します。

新規で資格審査申請を行った後、２回目以降の資格審査申請手続きを継続申請と
いいます。

電子調達サービスの資格審査申請の有効期間は直近の決算月の翌月から起算し
て１年８か月です。

有効期間の例として、平成２７年３月末に決算を設定している事業者様の場合、こ
の決算に基づく申請の有効期限は平成２８年１１月末までとなります。
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よって、引き続き競争入札に参加するためには、毎決算ごとに継続して資格審査
手続きを行う必要があります。必要となる手続きは基本的にこれまでの説明内容と
同じです。

継続審査をする際には、ＩＣカード電子証明書の有効期限切れにご注意ください。Ｉ
Ｃカード電子証明書の継続手続きについては各認証局にお問い合わせください。

継続申請は審査担当自治体から承認された翌日に電子調達サービスへ内容が
反映します。

以上が資格審査申請についてのご説明となります。
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次に、資格審査申請をする上での留意点をご説明します。

まず初めに、本サービスは、東京都内の市区町村等の競争入札に参加するための
システムですので、東京都の入札には参加できません。

次に、電子証明書には有効期限がありますのでお気を付けください。電子証明書
の更新手続きには日数を要すると思われますので余裕を持って手続きを行ってくだ
さい。なお、詳細な手続きについては各認証局にお問い合わせください。

第三に、電子証明書は電子入札手続きや資格審査申請内容の変更などにも使用
するため、資格審査終了後も大切に保管してください。

今回ご説明した資格審査申請手続きについて、行政書士法に規定されている行政
書士は事業者の依頼に基づき行政書士専用の電子証明書を使用して代理で申請
することができます。
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資格審査申請の説明の最後に、事業者様へのお願いがございます。

電子調達サービスの運用にあたり、事業者の皆様に電子調達サービスへの登録を
お願いします。

現在電子調達サービスに登録をしていない事業者様は、新規の登録となります。
平成２８年４月１日に事業者として登録されるためには、平成２８年３月２５日までに
資格審査申請を承認される必要があります。なるべく余裕をもって、一か月前の平
成２８年２月２５日までに登録をお願いいたします。

次に、既に電子調達サービスに登録をされている事業者様は、次回の継続申請の
際に国立市を申請先自治体に追加してください。
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